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☆ 今月も笑顔（スマイル）でスタート 
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今月の SMILE 
 

 

 

まいど おおきに！ 

  

早いもので今日から 12 月です。2021 年も最後の月となりました。皆様の今年１年はいかがでしたでしょうか？また本

年も弊誌「スマイル」をお読み頂いて誠に有難うございました。 

日本では、11 月 28 日 10 時時点での新型コロナの発生状況は、新規感染者数が 125 人で、落ち着いてきた感がで

てきましたが、11 月 26 日に世界保健機関（ＷＨＯ）が、南アで検出された新変異株「Ｂ．1．1．529」を「懸念される変異ウ

イルス（ＶＯＣ）」に指定し、「オミクロン株」と命名しました。新たな変異株については、まだ情報が少なく、市場に与える長

期的な影響は現段階では不透明で、一方、感染が拡大している兆候がみられ、ワクチンへの耐性がどの程度あるのか

不明なため、ようやくでてきた「経済再開」にとって、新たなる重荷になりそうです。 

また世界に目を向けると、アメリカの CPI（消費者物価指数）の 10 月の数値は 11.9%（前月比年率）の上昇となり、前月

の 5.1%から急加速しています。中国でも経済情報で報告した通り、今後の CPIの上昇の可能性をはらんでいます。 

今月の会計税務編で取り上げていますが、国家税務総局と財政部が 2021 年 10 月 29 日に、「製造業中小零細企業

に対する 2021年第 4四半期の一部税金の納付猶予関連事項に関する公告」（国家税務総局公告 2021年第 30号）を

公布し、対象となる製造業中小零細企業においては、第 4 四半期の企業所得税、個人所得税（源泉徴収を除く）、国内

増値税、国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加の支払いを 3 カ月猶予するという措置をとっ

ています。2022 年の春節が１月 31 日から始まることから、2022 年は早めに従業員への賞与を支給する必要があるため

に、今回の措置を決定したのかもしれません。中国の製造業中小零細企業の老板（社長）にとって、春節前の資金繰り

について、ひとときの朗報だと言えます。 

2022 年は、どんな年になるでしょうか。明るい年になってほしいと願いつつ、来年も引き続き宜しくお願い申し上げま

す！！ 

 

では今月も笑顔（スマイル）でスタートしましょう！ 

そしてメリークリスマス！！ 

 

 

 

 

 

今年 1年のご愛読、誠に有難うございました！ 

 

 

 

 
 



中国経済情報  

 

 

中国、今年 1-10月の輸出入額は 22.2％増 

 

 中国税関総署が１１月 7日に発表したデータによると、今年 1-10月の中国の輸出入額は前年同期比で 22.2％増加

した。中国と ASEAN、欧州連合（EU）、米国などの主要貿易パートナーとの輸出入はいずれも増加した。 

税関の統計によれば、今年 1-10月の輸出入額は前年同期比 22.2％増、2019年同期比 23.4％増の 31兆 6,700億元

（1元は約 17.8円）だった。うち輸出は前年同期比 22.5％増、19年同期比 25％増の 17兆 4,900億元、輸入は前年同

期比 21.8％増、19年同期比 21.4％増の 14兆 1,800億元で、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は前年同期比

25.5％増の 3兆 3,100億元の黒字だった。 

10月の輸出入額は前年同期比 17.8％増、前月比 5.6％減、18年同期比 23％増の 3兆 3,400億元だった。うち輸

出は前年同期比 20.3％増、前月比 2.1％減、19年同期比 29％増の 1兆 9,400億元、輸入は前年同期比 14.5％増、

前月比 10％減、19年同期比 15.6％増の 1兆 4千億元で、貿易収支は前年同期比 38.4％増の 5,459億 5千万元の

黒字だった。 

中国と ASEAN、EU、米国などの主要貿易パートナーとの輸出入はいずれも増加した。1-10月には ASEANが中国

の 1位の貿易パートナーになり、対 ASEAN貿易額は前年同期比 20.4％増の 4兆 5,500億元に上り、中国の対外貿易

額の 14.4％を占めた。2位は EUで、対 EU貿易額は前年同期比 20.4％増の 4兆 3,400億元となり 13.7％を占めた。 

3位は米国で、対米貿易額は前年同期比 23.4％増の 3兆 9,500億元となり 12.5％を占めた。4位は日本で、対日貿易

額は前年同期比 10.8％増の 1兆 9,800億元となり 6.3％を占めた。 

同期の中国と「一帯一路」（the Belt and Road）沿線国との輸出入額の合計は前年同期比 23％増の 9兆 3千億元に

達した。うち輸出は前年同期比 21.9％増の 5兆 2,700億元、輸入は前年同期比 24.5％増の 4兆 300億元だった。 

 

詳細について、下表をご覧ください。 

 

 

マクロ経済情報 



 

 

 

 

中国ＰＰＩ、10月は前年比＋13.5％ 26年ぶりの高い伸び 

中国国家統計局が 11月 10日に発表した 10月の中国生産者物価指数（ＰＰＩ）は前年比 13.5％上昇し、1995年以降

で最も高い伸びを記録した。石炭などのコモディティー価格の高騰が背景にあり、企業収益は一段と圧迫されている。 

電力不足が響いており、スタグフレーションに対する懸念が浮上している。伸び率は 9 月の 10.7％から加速し、ロイター

がまとめたアナリスト予想の 12.4％も上回った。 

 



10 月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比 1.5％上昇し、前月の 0.7％から伸びが加速し、アナリスト予想の 1.4％を上回

った。 

上海保銀投資管理（ピンポイント・アセット・マネジメント）のチーフエコノミスト、張智威氏は「生産者物価の上昇が消費者

物価に波及することを懸念している」とし、今後数カ月で消費者物価の上昇率が加速する可能性が高いとの見方を示し

た。企業は在庫不足に直面しており、消費者への価格転嫁を余儀なくされているという。 

同氏は「スタグフレーションのリスクは高まり続けている」と述べた。ノムラの中国担当チーフエコノミスト、陸挺氏は「ＣＰＩ

上昇率の加速とＰＰＩ上昇率の高止まりで、中国人民銀行（中央銀行）の利下げの可能性が低下する」と述べた。 

ＰＰＩの内訳では、上流部門の価格上昇が目立った。石炭の採掘・選炭価格は前年比 103.7％上昇。石油・ガス抽出も

59.7％上昇した。 

キャピタル・エコノミクスの中国担当シニアエコノミスト、ジュリアン・エバンス・プリチャード氏は「ＰＰＩ上昇率は、恐らくピー

クに近い」とし、石炭価格が下落に転じていると指摘した。 

中国では、一部の食品大手が生産コスト上昇を理由に値上げを発表している。10月のＰＰＩ上昇率は、前月比では 2.5％。

9月は 1.2％上昇だった。変動の激しい食品とエネルギーを除くコアインフレ率は、前年比 1.3％。9月は 1.2％だった。  

詳細については、下表をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

会計・税務情報 

 

 

 

製造業中小零細企業の発展を支援し、工業経済の安定的な運営を促進し、市場予測と雇用を安定させるため、国家

税務総局と財政部が 2021年 10月 29日に、「製造業中小零細企業に対する 2021年第 4四半期の一部税金の納付猶

予関連事項に関する公告」（国家税務総局公告 2021 年第 30 号）を公布しました。本公告は 2021 年 11 月 1 日から施

行され、主な内容は以下の通りです。 

 

１．適用対象 

本公告の対象となるのは、国民経済の業種分類による製造業に属する製造業中小零細企業（個人独資企業、パート

ナーシップ企業、個人事業者を含む）である。 

① 年間売上高が 2,000万元以上(2,000万元を含む)4億元未満の場合は、製造業中型企業という。 

② 年間売上高が 2,000万元未満の場合は、製造業小型零細企業という。 

※売上高とは、増値税の課税売上高を指し、申告売上高、調査追加売上高、納税評価調整売上高が含まれる。 

増値税の差額徴収政策が適用される場合は、差額後の売上高で確定する。 

 

２．年間売上高の確定方法 

① 2021年 9月 30日時点で設立満 1年の企業は、所属期間が 2020年 10月から 2021年 9月までの売上高で確定 

   する。 

② 2021年 9月 30日時点で設立 1年未満の企業は、所属期間が 2021年 9月 30日までの売上高/実際経営月×12 

   カ月の売上高で確定する。 

③ 2021年 10月 1日以降に設立される企業は、最初の申告期の売上高/実際経営月×12カ月の売上高で確定する。 

 

３．納付猶予可能な税金 

納付猶予となる税金は、2021年 10月、11月、12月(月次納付)または 2021年第 4四半期(四半期ごと納付)に属する

次の税金である。 

① 企業所得税   

② 個人所得税（源泉徴収を除く） 

 

製造業中小零細企業に向け一部税金納付を猶予へ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



③ 国内増値税、国内消費税及び都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加 

※税務機関にて発票を代理発行する際に徴収された税金は含まない。 

 

４．納付猶予可能な税額及び納付期限 

本公告に規定された条件を満たす制造業中小零細企業は、法律に基づいて申告を行った後、 

製造業中型企業の場合 ⇒ 各税金の 50％を猶予、 

製造業小型零細企業の場合 ⇒ 各税金の全額を猶予することができる。 

猶予期間は 3 ヵ月とし、猶予期間が満了後には法律に基づいて猶予された税金を納付しなければならない。 

 

上記公告の全文は以下の国家税務総局ウェブサイトでご覧いただけます。 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5170139/content.html 

 

 

 

 

 

 

 

前月号では、新収益基準の第 5 章の「特定取引の会計処理 顧客により行使されない権利」を取り上げました。今月

号は、第 5 章の最後となる「特定取引の会計処理 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払 」を取り

上げます。 

第 5章の特定取引の会計処理は、以下のような構成になっています。 

① 返品権付きの販売 （第 32条） 

② 財又はサービスに対する保証 （第 33条） 

③ 本人と代理人の区分 （第 34条） 

④ 追加の財又はサービスを取得するオプションの付与 (第 35条) 

⑤ ライセンスの供与 （第 36～37条） 

⑥ 買戻し契約 （第 38条） 

⑦ 顧客により行使されない権利 （第 39条） 

⑧ 返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払 （第 40条） 

そこで今月号では、上記⑧を解説します。 

 

１．「返金が不要な契約における取引開始日の顧客からの支払」の条文内容（新収益基準第 40条） 

   「40条：契約の開始日（または契約開始日の直近）に、企業が顧客にから受け取った返金不要の初期費用（例えば、

クラブ入会費など）は、取引価格に含めなければならない。企業は、当該初期費用が顧客への約束した商品の移転

に関連するか否かを評価しなければならない。初期費用が約束した商品の顧客への移転に関連し、当該商品が単

一の履行義務を構成する場合には、企業は当該商品が移転された時点で、当該商品に配分された取引価格で、収

益を認識すべきである。また初期費用が約束した商品の顧客への移転に関連するが、当該商品が単一の履行義務

を構成しない場合には、企業は当該商品に含まれている単一の履行義務が履行された時点で、当該単一の履行義

務に配分された取引価格で収益を認識すべきである。初期費用が約束された商品の顧客への移転に関連しない場

合、初期費用は将来移転される商品の前受として認識し、将来、商品が移転された時点で収益を認識する。 

  もし企業が返金されない初期費用を受け取り、契約の履行のために初期活動を行うものの、これらの活動自体は、顧

客への約束された商品の移転ではない場合には、当該初期費用は、将来移転されることが約束された商品に関連

するものであり、商品が将来移転されたときに収益として認識すべきである。そして企業は、履行の進捗状況を判断

する際に、これらの初期活動を考慮してはならない。またこれらの初期活動のために企業が負担した支出は、本基準

の第 26条および第 27条に従って資産として認識するか、または当期の損益に計上しなければならない。」となって

います。 

 

２．解説 

契約開始日（または契約開始日の直近）に、企業が顧客に請求する初期費用は、通常、会費、接続料、初期設置費

企業会計準則第 14号-収益（改訂）について  

第 12回 特定取引の会計処理 その 8 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5170139/content.html


用などがあります。企業が初期費用を徴収する場合、初期費用が約束された商品の顧客への移転に関連しているか

どうかを評価する必要があります。 

初期費用が、顧客への約束された商品の移転に関連し、かつ商品が単一の履行義務を構成する場合、企業は商品

が移転されるときに商品に割り当てられた取引価格で収益を認識する必要があります。 

初期費用が、約束された製品の顧客への移転に関連しているが、製品が単一の履行義務を構成しない場合、企業は、

その商品を含む単一の履行義務が履行されたときに、単一の履行義務に割り当てられた取引価格で収益を認識する

必要があります。 

初期費用が約束の商品の顧客への譲渡に関連していない場合、初期費用は、将来譲渡される商品の前払いとして

使用され、商品が将来譲渡されるときに収益として認識されるものとします。 

契約開始日（または契約開始日の直近）に、企業は通常、いくつかの管理上の準備など、契約の履行に備えるための

いくつかの初期活動を実行する必要があります。 これらの活動は契約の履行に関連していますが、顧客に移転され

ることはありません。 従って、単一の履行義務を構成しません。この場合、企業が顧客に請求する返金不要の初期費

用が、これらの初期活動に関連している場合でも（たとえば、企業がこれらの活動の実際の費用を補うために顧客に

初期費用を請求するなど） 、初期費用は将来譲渡される商品の顧客からの前払いとして使用され、商品が将来譲渡

される時に収益として認識します。 

企業が契約を履行するための初期活動を実施するが、これらの活動自体が顧客に移転しない場合、これらの活動を

実施するために企業が負担する費用は、関連規定に従って資産として認識するものとします。 または、当期の損益

に含めるもとし、これらの費用は会社の顧客への商品の譲渡の進捗を反映していないため、契約の進捗を決定する

際にこれらの費用を考慮すべきではありません。 

では例を挙げて検討します。 

 

【例】甲社は会員制フィットネスクラブを運営しています。 甲社はクライアントと 2 年間の契約を結んでおり、クライアン

トはクラブに入会後いつでもクラブで運動することができます。 甲社は、クラブの年会費 2,000 元に加えて、登録

会員資料の作成、顧客の会員カード作成などの初期活動の費用のために、顧客に 50元の会費を請求しました。 

甲社は、甲社が請求する年会費及び会費を返金する必要はありません。 

   

この例では、甲社が約束したサービスは、顧客にフィットネスサービス（いつでも利用できるフィットネス施設）を提供

することであり、甲社が会員がクラブに参加するために行った最初の活動は、顧客に約束されたサービスですが、一

部の内部管理作業のみです。 従って、甲社はこれらの初期活動を補うために会費をクライアントに請求しましたが、

会費は実際にはクライアントがフィットネスサービスに対して支払う対価の一部であるため、フィットネスの前払いとして

考える必要があります。 ですからこの会費は、年会費と共に 2年以内の按分で収益として認識します。 

来月号では、第 6章を取り上げます。 

 

法務情報 

 

 

  

1．はじめに  

中国の「個人情報保護法」が 2021 年 11 月 1 日に施行された。同法は、個人情報保護分野の「基本法」として、

個人情報の取扱や個人情報越境提供に関する規制、個人の権利と個人情報取扱者の義務などについて、全面的かつ

系統的に定めている。企業を含む個人情報取扱者が遵守すべき義務についても明確な規定を設けていることから、社

会の大きな注目を集めている。他方、「個人情報保護法」は「基本法」としての位置づけであることから、その一部の規定

について、実務上どのように取り扱うべきか詳細に定めていない。このため、その他の関連する法規、国家基準などを参

考にする必要があり、一部の内容については、今後の付随的な法規、細則又は基準などによるさらなる整備が待たれる。 

この状况を受けて、関連する細則、基準などが完備される前において、実務上どのように個人情報取扱者の義務を遵守

すべきかなどについて企業は困惑しており、当チームにも多くの問合せが寄せられている。本稿においては、当チーム

のこれまでの実務経験を踏まえ、関連する法令や国家基準などを参考に、「個人情報保護法」の定める個人情報取扱

者の安全管理義務を企業がどのように遵守していくかについて全面的に分析し、社内制度の構築及び完備、関連する 

内部規定の制定などについて実務面での提案を行いたい。 

 

個人情報取扱者の義務と会社の講じるべき対応 —— 安全管理義務を例に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．安全管理義務  

（1）概要  

「個人情報保護法」51 条は、個人情報取扱者の安全管理義務及び個人情報の安全保障に必要な措置について定

めている。同条により、個人情報取扱者は、次に掲げる措置を講じ、個人情報取扱の活動が法律、行政法規の規定

に適合することを確保するとともに、授権のないアクセス及び個人情報の漏えい、改ざん、紛失を防止しなければなら

ない。 

 内部管理制度及び操作規程の制定 

 個人情報に対する分類管理の実施 

 相応の暗号化、非特定化などの安全技術措置の採用 

 個人情報取扱の操作権限の合理的な確定並びに従業員に対する安全教育及び研修の定期的な実施 

 個人情報安全事件緊急対応策の策定及び実施の手配 

この 51 条は、上記の措置を社内で講じるという企業の義務を明確にした。また、「個人情報保護法」69 条は過失の

推定原則を規定しており、企業が上記の安全保障措置を効果的に講じた場合であって、今後の個人情報の取扱によ

り個人情報の権利・利益を侵害して権利者に損害を及ぼすとき、過失責任を推定する際にその措置の実施は企業に

とって資することとなる。 

 

（2）内部管理制度及び操作規程の制定  

「個人情報保護法」は、内部管理制度及び操作規程（以下、「関連内部規定」という）について、具体的にどのような内

容を含むべきかは明確に規定していない。これまでの当チームでの経験によれば、会社の関連内部規定が過度に簡

易なもので具体的な措置がない場合には、今後個人情報の権利者との紛争が生じたとき、会社はその安全措置を効

果的に講じており、過失責任がないと主張し、過失責任がない旨を証明することが極めて難しい。この点から、会社の

関連内部規定の内容はできる限り全面的なものとし、具体的な措置を具備したものとすることが提案される。 

なお、「インターネット個人情報安全保護ガイドライン」(公安部、北京市ネットワーク業界協会。2019 年 4 月 10 日

公布。以下、「安全保護ガイドライン」という）及び「情報安全技術 個人情報安全規範」（GB/T 35273-2020。国家市場

監督管理総局、国家基準化管理委員会。2020 年 10 月 1 日施行。以下、「安全規範」という）の関連規定などを踏

まえ、内部管理制度及び操作規程の制定に際しては、少なくとも次に掲げる内容を含むことが提案される。 

 

内部管理制度： 

①個人情報保護業務の全体方針と対応策（これには個人情報保護業務の目標、範囲、原則及び安全措置の枠組み

などに関する説明を含む） 

②收集、保存、使用、提供などの各個人情報取扱の各段階における情報取扱及び安全技術措置に関する原則的規

定 

③社内の関係部署、人員とその取扱権限に関する原則的規定 

④安全教育と研修の定期的な実施 

⑤コンプライアンス監査の定期的な実施 

⑥安全事件の緊急取扱に関する原則的規定 

 

操作規程： 

①個人情報及び個人機微情報の具体的な識別方法 

②收集、保管、使用、提供など各個人情報取扱の各段階における取扱の手順 

③安全技術措置の具体的な実施方法 

④社内関係部署と人員の具体的な職責、操作権限など 

  

（3）個人情報の分類管理  

「個人情報保護法」の第 1 次審議草案において、個人情報取扱者は「個人情報について級に分けて分類管理を行

う」ものとすると規定されていたが、第 2 次審議稿においてその「級に分けて」という文言が削除され、「分類管理」の

みが残された。この点から分かるとおり、個人情報管理上の分類は、ネットワーク安全とデータ安全における級分けと

異なり、情報の個人に対する影響の程度のみをもって、機微情報と非機微情報のように単純に等級を分けることでは

なく、個人情報の取扱状況などに応じて分類管理を行う必要があると考えられる。 

また、企業ごとにその業務上の必要性により個人情報の利用目的や方法などもそれぞれ異なることに伴い、各種個人 

 



情報（個人基本情報、生物識別情報、ネットワーク情報、健康情報、信用調査情報など。）の取扱方法もそれぞれ異

なり、個人の権利・利益に生じる影響及び安全リスクにも違いがある。このため、実務においては個人情報の級分けだ

けでは往々にして足りず、個人情報の具体的な取扱状況などに応じて分類のうえそれぞれに保護措置を講じる必要

がある。 

 

（4）暗号化、非特定化などの安全技術措置  

いつ、どのような情報について暗号化処理を講じるのか、「個人情報保護法」は具体的に定めていない。「安全規範」

は個人の機微情報を伝送・保存する際に暗号化などの安全措置を講じるものと定めている一方、「安全保護ガイドライ

ン」は個人情報を收集した後の伝送・保存について、いずれも暗号化処理を行うことを定めているが、個人の機微情

報には限定していない。関連するリスクを極力軽減するという観点から、各種個人情報の伝送及び保存についてはい

ずれも暗号化措置を講じ、個人の機微情報についてはさらに暗号化技術（暗号化技術を採用する際には暗号管理に

関連する国家基準の遵守にも注意する必要がある。）を採用して、アクセス権限などを制限してより厳格な安全措置を

講じることが望まれる。その際には、会社の作業負担とコンプライアンス遵守の両方を考慮しながら、バランスの取れた

対応方針を検討することもポイントとなる。 

非特定化とは、個人情報の処理により、追加情報がない状況下で特定の自然人と識別できないようにする作業をいう。

非特定化の目的はデータと個人情報の主体との間の関連性を弱めることであり、個人情報の識別子を削除するか、

又は仮名、暗号化、ハッシュ関数などの技術をもってそれを変換させることである。その具体的な方法は推奨国家基

準「情報安全技術 個人情報非特定化ガイドライン」（GB/T 37964-2019）を参考にできる。 

どのような状況において非特定化が必要となるかについても、「個人情報保護法」は具体的に定めていない。「安全規

範」において、個人情報を收集した後、直ちに非特定化処理をしなければならない旨の規定があるが、同規範は強制

的国家基準ではなく、あくまで参考にすぎないため、実務においては、会社の作業負担とコンプライアンス遵守の両

方を考慮しながら、バランスの取れた対応方針を検討することが求められる。 

 

（5）取扱権限及び安全教育研修  

個人情報の取扱において、各部署、人員の権限が明確でない場合には、従業員が職務上の便宜を利用して個人情

報の窃盗、改ざん、開示又は削除を行うなど、個人情報取扱上の安全面での抜け穴が生じうる。このため、社内での

個人情報に関する操作権限を設定する必要があり、その権限設定にあたっては、権限の分類や承認手続の完備にも

注意する必要がある。安全の抜け穴が生じやすい情報の取扱（大量な情報のダウンロードなど）については、社内承

認の手続などを設ける必要もある。 

このほか、企業は、関連する担当者の専門知識のレベルを向上させるため、社内の安全教育研修を定期的に実施す

る必要がある。「安全保護ガイドライン」によれば、関連する社内研修について、計画書を制定のうえ、研修方法、研修

対象、研修内容、研修時期及び場所などを明確にすること、研修内容には情報安全の基礎知識、個人情報に関する

操作権限の規定などを含むものとし、研修記録も作成することと定めている。他方、「個人情報保護法」を含む現行法

令においては、研修の回数、参加者などについて明確な要求が定められていない。このため、会社は具体的な状況

に応じて検討・決定できるものと解される。 

 

（6）安全事件の緊急対応案  

安全事件の緊急対応案は、今後個人情報安全事件が発生した際の対応方案を指し、その内容には通常、緊急対応

の手順や事件の報告手順などが含まれる。「安全規範」により、緊急対応には、事件内容の記録、事件が惹起しうる影

響の評価などを含むものとされている。また、安全事件の緊急対応案の制定のほか、「安全保護ガイドライン」及び「安

全規範」のいずれも、企業においては社内の関連人員に対して緊急対応研修及び緊急訓練を定期的に実施すること

を要求している（「安全保護ガイドライン」では半年に 1 回、「安全規範」では少なくとも毎年 1 回とそれぞれ規定して

いる）。 

 

3.おわりに  

「個人情報保護法」は施行から間もないため、同法の定める企業の安全管理義務については原則的な規定にとどまる。

関連する具体的な規定は各ガイドラインや国家基準に散見されているが、これらの規定間には矛盾する部分があり不

完全な部分も見受けられる。かかる状況下、どのように個人情報保護の社内制度を構築するか、関連する内部規程を

どのように制定又は修正すべきかなどについて、困惑している企業が多いようである。 

当チームは日系企業をはじめとする多くの依頼者に向けて、個人情報保護の社内制度の構築・完備に関する意見、 

 



アドバイスを提供し、関連する内部規程の制定、修正の支援もしている中、これらの実務経験を踏まえた本稿が各社

での検討にあたり一定の参考となれば幸いである。ただし、各社におかれては、その収集する個人情報の数量、種類、

会社の規模、業界、技術レベルなどの実状に基づき、自社又はグループ会社における個人情報取扱状況の調査及

びリスク評価を行ったうえで、現実的に実行可能な社内制度及び管理措置を制定し、個人情報の社内管理体制を構

築していく必要がある。また、今後の立法、実務動向を注視しながら、必要に応じて社内制度及び規定を適宜調整す

ることも求められる。 

情報提供：金杜律师事务所 

 

 

特別連載読み物 

 

 

 

 

第７7回 ：「部下に、 “少し高めの目標” もたせます。 

そして、“貴方なら、必ずできる！” “必ずできる！”とフォローいたしましょう！！ 

きっと、彼は、ドンドン成長してくれることでしょう！！！」 
 

私は、製造業での勤めの中で、多くの社員を相手に、つぎのようなやり取りを、幾度となく経験してきました。 

① 「へぼ社員」・・・仕事の指示をした時、どんな仕事に対しても、まず、“できません！”  やる前から、自信をもって 

  （？）“できません！” と答えてくれるのです。 

② 「できる社員」・・・どんな仕事に対しても、まず、“やってみます！” 

   やる前から、やる気十分で、高い目標（＝“ストレッチ・ゴール”）にトライする姿勢をもっています。 

   当然のことですが部下の力を伸ばし、育てることは、上司としての責務の重要な部分ですね。 そこで、 

 

① 「へぼ社員」への対応 ：  

ひょっとして、「やる気のないへぼ社員」くんは、結構できる人かも知れませんよ。 実は彼は、周囲の状況をしっかり

読み切って、やらずに済むなら、しんどい思いをすることはない・・・なんて深い考えを持って、上司と対応している

かもしれません？！ 

   なので、上司のあなたは、部下の力を信じて、“あなたなら、必ずできる！ 必ずできる！！”  ・・・と言って、おだ

ててやってもらいましょう！ （彼から目を離さず、期待し続けましょう！これこそ、上司の根気のいる厳しい仕事かも

しれませんね。）     

 

② 「やる気の社員」への対応 ：  

「やる気の社員」くんには、彼の力を信じて、一層高い目標を与えて、ここでも、“あなたなら、必ずできる！ 必ずで

きる！！” ・・・と、素直にお願いしてみましょう！  

 

いずれにしても上司の努力は、“信念の要る” “エネルギーの要る“ そして “忍耐の要る” ・・・厳しい仕事です。 

でも、上司のあなたも、“きっとできる！” “必ずできる！！”     

 

 

 

 

 

 

 

 

(お問い合わせ先) 

上海満意多企業管理諮詢有限公司 

〒200336  上海市長寧区 延安西路 2201号  

上海国際貿易中心 2415室 

TEL: +86-21-6407-0228   FAX :+86-21-6407-0185 

E-mail: info@shmydo.com  URL: http://shmydo.jp 

 

  

お問い合わせは 

MYDO まで!! 

ナニワのおっちゃん経営道！ 

≪新コーナー≫ 社会人・企業人としての「ものの見方・みえ方」について語る！ 

mailto:info@shmydo.com
http://shmydo.jp/

